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はじめに
低炭素社会づくりの検討について

2007年5月、日本政府は、「クールアース５０」において、世界全体の

排出量を現状に比して2050.までに半減するという長期目標を掲げました。

そして、その実現のためには、「革新的技術開発」とこれを中核とする「

低炭素社会づくり」が必要であるとしています。

このため、環境省では、「低炭素社会づくり」の実現に向けた取組の方

向性を明らかにするため、「低炭素社会づくり」の基本理念、具体的なイ

メージ、さらに、これを実現するための戦略の検討を行っています。

また、「２１世紀環境立国戦略」においては、「持続可能な社会」の実

現に向けて、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」という3つの

側面の相互関係を踏まえ、統合的な取組を展開していくこととされており

、「低炭素社会づくり」においては「循環型社会」「自然共生社会」との

関係に留意しながら検討を行っていくものであります。

検討の前提

１）低炭素社会づくりは世界全体で進めていく必要がありますが、この論

点整理の「基本理念」「イメージ」「戦略」は、主に日本を念頭において

論点を整理したものです。この中にも諸外国の参考となる要素はあると考

えていますし、また、「世界への発信・国際的連携」を発展させていくこ

とで、諸外国とともに検討を深めていきたいと考えています。

２）今から50年前には、現在のようなＩＴ社会は想像もできないものでし

た。2050年の社会も現在とは全く違った社会となっている可能性もありま

すが、ここでは、現実的にイメージできる範囲内で検討を行いました。

３）本検討では2050年の社会における一断面についてそのイメージを検討

し、描写しましたが、2020年、2030年など、中間点のイメージについて

は今後の検討課題としています。

４）ここまでの本検討においては、２０５０年の社会の人口や経済規模、

産業構造等、検討の前提となる数量的なシナリオは置かず、大きな方向性

を描くことを重視しています（この分野における数量的なシナリオの研究

事例としては、脱温暖化２０５０プロジェクト（10ページの参考資料）

http://2050.nies.go.jp/index_j.htmlなどを参照。）。

H19.9.21 地球環境部会第1回懇談会

・松井孝典 東京大学大学院理学系研究科・新領域創生科学科教授
・坂村健 東京大学教授, ユビキタス・ネットワーキング研究所所長

H19.10.3 地球環境部会第2回懇談会
・尾島俊雄 早稲田大学創造理工学部建築学科教授
・原田泰 (株)大和総研チーフエコノミスト
・薗田綾子 (株)クレアン代表取締役

H19.10.11 地球環境部会第3回懇談会
・川勝平太 静岡文化芸術大学学長
・寺島実郎 (株)三井物産戦略研究所所長, (財)日本総研究所会長
・伊藤隆敏 東京大学大学院経済学研究科教授

H19.10.15 地球環境部会第4回懇談会
・大塚啓二郎 政策研究大学院大学教授
・エイモリー・ロビンス ロッキーマウンテン研究所所長

H19.10.24 地球環境部会第5回懇談会
・渡邉浩之 トヨタ自動車(株)技監
・林良博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
・安田喜憲 国際日本文化研究センター教授

H19.11.19 地球環境部会第6回懇談会
・小宮山宏 東京大学総長
・加藤尚武 東京大学大学院医学系研究科特任教授

H19.11.22 地球環境部会第7回懇談会
・伊藤滋 早稲田大学特命教授
・桜井正光 (株)リコー代表取締役会長

H19.11.29 地球環境部会（第68回）
・黒川清内閣特別顧問

H19.12.7 地球環境部会（第71回）

H19.12.21 地球環境部会（第74回）

H20.2.7 地球環境部会（第75回）

H20.3.19 地球環境部会（第76回）

これまで、中央環境審議会地球環境部会においては、計１２回の会合を開

催し、１８名の有識者からのヒアリング、一般からの意見募集を行い、こ

れらの意見を反映しながら、論点整理を行いました。

検討の経緯

低炭素社会づくり(論点整理)に
ついて審議
(意見募集：H19.12.11～H20.1.7)

・印＝発表者

http://2050.nies.go.jp/index_j.html
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参加するエコ、考えるエコ、共有するエコ

知るエコ、そして、エコ買い･エコ使い･エコ捨ての実践

制度的なインフラ整備
（インセンティブの付与）

ハード的インフラ整備

自然資本の整備

ソフト的インフラ整備

低炭素型商品の開発と世界規模での技術イノベーションの誘発

ビジネスモデルの変革

環境情報に関するディスクロージャーの実践

様々な環境金融商品の開発

（奨励）・低炭素型ライフスタイル、商品開発、まちづくりなど
優秀事例の表彰制度および世界への発信支援

（経済）・炭素価格が経済システムに内部化されるルールづくり
（規制）・現状最高機器を基準とした規制制度の拡大

（人材）・更なるイノベーションを引き起こす人材の育成
（情報）・製品LCA情報のディスクロージャー及び表示の推進
（資金）・環境金融・カーボンオフセットの推進

（都市）・集約型都市構造の実現に向けた都市･地域整備の総合的戦略
（交通）・都市規模・特性に応じた低炭素交通網の整備
（建築）・エネルギー自立，長寿命住宅・建築物
（エネルギー）・革新的エネルギー技術の開発、再生可能エネルギーの導入

（自然環境・生物多様性）・自然環境保全上、重要な地域の適切な保全
（農林地）・吸収源となる森林の整備・保全の推進・バイオマス資源に

関する総合戦略
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ー
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幅広の低炭素社会構築活動を自律的、組織的に実施

低炭素社会構築のための施策に関する提言，国民等への情報提供

(1)まち

・住みやすく、賑わいのあるコンパクトな都市が形成

(2)移動
・公共交通機関が中心的役割、高度道路交通システムや自動車の高効率化が実現

(3)居住空間･就業空間
・高断熱な住宅・建築物、高効率エネルギー機器が普及

(4)エネルギー供給
・革新的技術により低炭素型のエネルギー供給が実現

0

(5)産業（製造･建設･サービス業）
・低炭素型の製造技術や製品・サービスを実現。グリーンジョブを推進。

(6)森林・農地・海洋
・吸収源・エネルギー供給源として貢献

(7)消費者選択
・「見える化」の充実と消費者の意識変化により、カーボン･ミニマムな選択が一般化

(８)金融・投資・情報開示
・低炭素型のビジネスや技術に対して資金が供給されている。

・健康
・高齢化社会対応
・快適居住空間
・自然環境保全
・地域活性化
・地域雇用の確保
・新規産業の創出

低炭素社会のイメージ

国民に望まれる取組

低炭素社会実現のための戦略

企業に望まれる取組

NGO/NPOに望まれる取組

政府が講じるべき手段

現 在

世
界
へ
の
発
信
・
国
際
的
な
連
携

コベネフィット

トレンドブレイク

低炭素社会づくりに向けて
(１)カーボンミニマムの実現、(２)豊かさを実感できる簡素な暮らしの実現、(３)自然との共生の実現基本理念



(1) カーボン・ミニマムの実現

(2) 豊かさを実感できる簡素な暮らしの実現

(3) 自然との共生の実現
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「世界全体の排出量を現状に比して2050年までに半減する」という低炭素社会の実現に向けては、世界が一丸となって最大

限の努力を行う必要がある。このような社会は、現在のトレンドの延長線上には存在しないと考えられ、以下のような基本

的理念のもとに、あらゆる主体が取組を進めていくことが必要。

1. 低炭素社会の基本的理念

低炭素社会とは、究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる(カーボン・ニュートラル)社

会を目指すものである。そのためには、産業、行政、国民など社会のあらゆるセクターが、地球の有限性を認識し、大量

生産・大量消費・大量廃棄社会から脱するとの意識を持ち、選択や意志決定の際に、省エネルギー・低炭素エネルギーの

推進や、３Ｒの推進による資源生産性の向上等によって、二酸化炭素の排出を最小化(「カーボン・ミニマム」 ) するた

めの配慮が徹底される社会システムの形成が必要。

大量消費に生活の豊かさを求める画一的な社会が先進国を中心に形成されてきたが、この社会から脱却し、家族やコ

ミュニティとの絆、健康、自然との触れ合い、もったいないの心、未来世代への思いやりなどの価値を重要視することに

対して人々は理解を深め、そのことが生活の質の向上につながるとの方向性を社会全体として追求することが必要。この

ような人々の選択や、心の豊かさを求める価値観の変化が社会システムの変革をもたらし、低炭素で豊かな社会を実現す

る。また、生産者も消費者の志向にあわせて、自らを変革していくことが必要。

低炭素で豊かな社会の実現のためには、人間とその社会は地球生態系の一部であり、自然は人間とその文化の基盤で

あるという認識の下、自然の恵みを享受し、さらに、その恩恵によって人類の生存基盤が維持されるような、自然と調

和・共生した社会づくりを進めることが必要。このためには、CO2吸収源の確保や、今後避けられない温暖化への適応の

ために、森林や海洋をはじめとする豊かで多様な自然環境を保全・再生し、また、地域社会におけるバイオマス利用を

含めた「自然調和型技術」を推進し、さらに、自然とのふれあいの場や機会の確保等を推進していくことが必要。
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2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（１）

【コンパクトシティ】

様々な都市機能が集約し、公共交通機関が中心となる集約

型都市構造の実現。

【物流】

先端的情報技術によって高度管理が行

われ、また、貨物鉄道駅や港湾等の貨物

に関するインフラが整備されることで、

鉄道・船舶・自動車・台車が適切に組み

合わされている。

【公共交通網・自動車道】

都市の規模や特性、既設インフラに応じ、鉄道･

バス･LRTを組み合わせた公共交通網が整備。情報通

信技術の進展・活用により利便性が大幅に向上。道

路は自転車が安全に走行できるよう整備。

【風の道】

風の通り道となる緑地や水辺などが確保さ
れ、ヒートアイランド現象が緩和。

【災害に強く自然環境や歴史・文化に

配慮した都市】

多自然川づくりにより、地域の暮

らしや歴史・文化に配慮し、自然が

本来有している生物環境や河川景観

を保全創出するとともに、集中豪雨

に伴い都市型水害が起こらないよう

治水施設を整備する。

【高効率自動車・カーシェアリング】

車体の軽量化、エンジン効率改善や

モーター駆動自動車（プラグインハイ

ブリッド自動車・電気自動車・燃料電

池自動車）の普及などにより、自動車

単体は大幅に高効率化。自動車利用は

共同所有やレンタルが主流。

重点戦略【低炭素で循環型の都市の“羅針盤”となりうる環境モデル都市の構築】

○ 低炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市を「環境モデル都市」として選定

するとともに、その取組を推進するため、地方自治体と連携しつつ国からの支援を行う。

重点戦略【低炭素社会の骨格づくり】
（低炭素型の都市・地域づくり）
○中心市街地の整備・活性化、公共交通（LRT・バス等）の走行空間や徒歩・自転車による移動環境等の整備、エネルギーの面的利用、環境的に持続
可能な交通の実現、都市内物流の効率化、住宅・建築物における省エネルギー、２００年住宅、下水道における資源・エネルギーの有効利用、都市
における緑化・水辺の整備等の推進等、集約型都市構造の実現を中心とした低炭素型の地域づくりに向けた総合的取組を展開する。

（低炭素型の交通システムの構築）
○鉄道や海運という低CO2型の交通の利用拡大を図るため、交通インフラの結節性の向上などにより国内外のシームレスな交通・物流を促進するほか、
環状道路整備等の渋滞対策、ボトルネック踏切等の対策、高速道路の多様で弾力的な料金施策等の推進、高度道路交通システムの活用等道路交通情
報の提供の充実、航空保安システムの高度化等を推進する。

低炭素「都市」のイメージ 低炭素「移動」のイメージ

実現のための戦略

【未利用エネルギー】

下水汚泥等都市における未利用

エネルギーの積極的活用。また、熱

輸送管が整備され地区レベルで排熱

を含むエネルギーを有効に活用。
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心 Spirit

【バイオマスエネルギー･資源の供給源】

地域で発生する廃棄物系バイオマス、稲わら

や間伐材等の未利用バイオマス、資源作物など

がエネルギーや製品の供給源。地域関係者連携

の下、地域に賦存するバイオマスを総合的に利

活用する取組が全国に広がっている。

【高度通信システムによる利便性向上】

通信システムの高度化により、自然豊かな地

域に居住しながらの就業が可能。また、医療

サービスや教育の十分な享受も可能。

【温暖化に伴う被災リスク増大への対応(適応策)】

森林の整備・保全を通じた公益的機能のさら

なる発揮により、山地災害の防止に寄与。地域

に応じた適応策。

【森林による吸収量の確保】
森林の整備・保全の推進によりCO2吸収量が
確保されている。最先端のモニタリング技術
も森林の維持管理に貢献している。

【農林水産業の活性化】
農林水産業において、生態系の保護を考慮
した持続可能な経営と、経営規模の拡大や低
コスト技術の開発等による効率的な経営との
バランスにより、「安全・安心」の確保と一
次産品の国際競争力を強化する。食料・木材
自給率は飛躍的に向上している。

【温暖化に適応した農作物】
農作物の品種や栽培方法の改良、農業生産基
盤整備による温暖化への適応。

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（２）

低炭素「農山漁村」のイメージ 低炭素「森林･農地･海洋」のイメージ

実現のための戦略
重点戦略【農山漁村地域における低炭素社会の実現】

○ 全国津々浦々に存在する低炭素型エネルギーの利用を需給両面から推進○ 幅広い国民の理解と協力のもと、森林の整備・保全等による

森林吸収源対策の推進

○ 水田の有機物管理・水管理の見直し、施肥量の適正化・低減
等によるメタン、一酸化二窒素の排出削減

○ たい肥の施用等による農地土壌のCO2吸収

○ 藻場等の造成・保全の推進によるCO2吸収

○ 木材、バイオマス製品の積極的な利用、地産地消の推進

・ 農林水産業関連施設を活用した太陽光・風力発電

・ 河川や上水道、農業水利施設での小水力発電

・ 下水や家畜排せつ物の消化ガス発電・熱利用

・ 廃棄物発電・排熱・雪氷の冷熱

・ ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ、ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、木質ﾍﾟﾚｯﾄ等

・ 農林水産業での電気自動車、

漁船の電気推進

・ 施設園芸の加温

・ 穀物の低温管理

・ 食品産業等でのﾊﾞｲｵ燃料利用

◆ 森林における吸収量の確保の取組に加え、農業分野からの

メタン、一酸化二窒素の排出削減、農地・藻場等のCO2
吸収の取組を推進

◆ 農山漁村地域に賦存する資源・エネルギーを最大限に有効

利用し、地域全体でCO2を削減する取組を推進

◆ 低炭素社会の実現に向けた取組を評価（省CO2
効果の「見える化」）し、消費者によるCO2排

出の少ない農林水産物の選択を促進

◆ 美しい森林づくり推進国民運動を展開し、多様

で健全な森林づくりを推進

地球環境の保全に

積極的に貢献する

農林水産業を実現

(具体的な対策例)
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CO2
CO2 CO2CO2
CO2CO2

- 必要のない付属物や包装品は受けとらない
- 再使用品（リユース）の購入や、モノを購入せ
ずにサービスの購入(レンタル)を選好する
- ライフサイクル的に見て環境負荷の小さいもの
(バイオマスを利用した素材(石油代替)など)を選
好
- 居住する地域に誇りを持ち、その地域で生産さ
れたものを積極的に購入
- 低炭素社会づくりに対する責任を負っている企
業の商品が購入されている
- 有限な地球環境を利用（温室効果ガスの排出）
するためには費用を払う
- 購入した後は修理をしながら長く使う

【低炭素消費者選択の実践】

人々は、新たな資源や製品のフローばか

りを求めるのではなく、既存のストックをい

かに有効に利用するかを重視し、様々な商品

を購入する際には、以下のことが当たり前に

なっている。

【省エネ・長寿命の住宅・建築物の普及】

地域それぞれの気候条件に適し、冬季は

暖房を使わなくとも十分に暖かい、快適な

空間を提供する建物が普及している。さら

に、長期にわたって使用可能な質の高い住

宅（「200年住宅」）や、建築物の寿命を

延ばす工法、エコ改修が普及。

【木造住宅・建築物の普及】

木造住宅・建築物の普及が拡大。中層階

の建築物にも木造が採用されている。

【高効率機器の普及】

我が国の「ものづくり」力を集結したエ

ネルギー効率の高い機器や自然エネルギー

利用技術が開発され、広く普及。

【分散エネルギー】

電力や熱は、太陽光発電や燃料電池など

によって分散的に生産されたもの、系統電

力や熱輸送管などを通じて外部から供給さ

れたものが合理的な組み合わせで利用。

重点戦略【温室効果ガスの「見える化（可視化）」の推進】

低炭素社会づくりに向けた国民運動の推進

カーボン・オフセット活動の基盤

ライフスタイル・ビジネススタイルの
変革

□ 移動の「見える化」
・CO2駅すぱあと
・カーナビによるエコドライブ支援サービス

□居住空間等の「見える化」
・省エネナビ
・CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
・エアコンの省エネお知らせサイン

□産業・消費者選択の「見える化」
・省エネラベル
・農産物LCA評価
・フードマイレージ
・バーチャルウォーター
・カーボンフットプリント

「見える化」の参考例

低炭素「住宅・建築物」のイメージ 低炭素「消費者選択」のイメージ

【「見える化」インフラの整備】

各自が使用している機器のCO2排出量を、

いつでもどこでも把握できる「見える化」

（環境負荷の表示、環境配慮行動に関するア

ドバイスなど）インフラが整備されている。

実現のための戦略

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（３）

温室効果ガスの排出抑制の「見える化」の基盤整備

様々な製品やサービスの製造・流通・使用の各段階におけ
るCO2排出量の実態把握、定量化の検討 →LCA評価
国民・事業者に対する表示のあり方の検討

普及啓発等の方策の検討

ユビキタス・インフラの活用

農産物 移動手段 エネルギー利用機器
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【低炭素社会の形成に対する責任】

地球温暖化問題をビジネスチャンスととらえ、その対策に積極的に取り組み、

技術開発、生産プロセスの効率化、 LCAを考慮した循環資源の利用推進、社

員教育、途上国への技術移転などを通じ、環境に対する生産性を著しく向上さ

せ、製品のライフサイクルでの徹底した低炭素化が図られている。

【グリーンジョブ】

仕事をする際には、環境への配慮が徹底されている。また、労働時間、勤務

場所、副業など社員の働き方に柔軟性を持たせており、長時間労働から開放し、

社員は自分・家族や地域社会のための時間が十分に確保できるようにする。

【情報公開】

企業活動に伴う環境負荷や環境問題に対する取り組みなど非財務指標につい

ても、詳細な情報を国民に開示している。

【低炭素エネルギーシステム】

高効率で低コストな再生可能エネルギー、 CCSを備えた高効

率火力発電、原子力、下水や廃棄物焼却の排熱、低炭素なエネ

ルギー源から製造された水素、バイオ燃料など、これらの低炭

素なエネルギーが社会的受容性、技術開発の進展、インフラの

整備状況、国際的なエネルギー情勢などに応じて、適切に組み

合わされて利用されている。

低炭素「産業」のイメージ 低炭素「エネルギー供給」のイメージ

実現のための戦略

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（４）

重点戦略【Cool Earth-エネルギー革新技術計画】
○ 世界トップ水準の技術を有する我が国は、世界をリードできる技術分野に研究開発資源を重点化し、技術開発を加速・推進することにより、我が国
の競争力を強化・維持しつつ、技術は我が国の貴重な資源であるとの認識に立って、国際的な連携を強力に推進し、世界全体での2050年までの大
幅削減に積極的に貢献していくことが必要。

・2050年の大幅削減に向け我が国として重点的に取り組むべき技術として、エネルギー源ごとに効率の向上と低炭素化の両面から、CO2大幅削減を可能
とする、既存技術の延長線上にない、革新的な「21」技術を選定
(具体例：CCS(二酸化炭素回収・貯留)、燃料電池自動車、革新的製鉄プロセス、HEMS/BEMS/地域レベルEMS)。
・長期にわたる技術開発のマイルストーンとして、各技術のロードマップの作成
・長期的視点から技術開発を着実に進めるためロードマップを軸とした国際連携のあり方

重点戦略【「もったいない」の考えに即した低炭素で循環型の社会づくり】
○ できるだけモノを長く大切に使うとともに、使い終わった後も地域で有効に活用することで、CO2も少ない「地域循環圏」づくりを支援。このよう
な、良好な生活衛生環境を確保しつつ、３Rに取り組んできた経験（技術・システム）を世界に発信。

・マイ箸やふろしきなど、伝統あるモノを大事に使う国民運動を全国的に展開。

・生ごみをはじめとするバイオマス系廃棄物の利活用や、廃棄物発電・廃棄物焼却熱を活用した地域におけるエネルギー供給を推進。
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実現のための戦略（分野横断）

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（5）

（率先実行） ・政府自らあらゆる活動に伴う温室効果ガスの排出量の最小化に努める

（奨励的手法）・低炭素型ライフスタイル実践者，低炭素まちづくり優秀事例自治体等に対する表彰制度、優秀事例の世界への発信･普及の支援，

環境配慮契約の徹底

（経済的手法）・炭素価格が経済システムに内部化されるようなルール作り（環境税や排出量取引等），炭素を削減する投資自体の商品化(グ

リーン電力証書等)，可能な限り再生可能エネルギーを使うような経済的仕組みの構築，税制のグリーン化（例えば環境によ

い投資や製品への税制優遇）， 温暖化を助長する補助金や優遇税制の削減

（規制的手法）・現状の最高効率機器を基準とした規制制度の拡大

（情報的手法）・カーボンディスクロージャー（企業活動に伴う温室効果ガスの排出の開示･公表）の推進,，企業の気候変動リスク情報の開示制

度･媒体の整備，政策の実施に伴う温室効果排出量算定手法の確立及びこれを用いた政策評価の推進，豊かさ指標の開発

○ 制度的インフラ整備（インセンティブの付与）

（金融・資金）・カーボンオフセットの推進，低炭素化促進ビジネスの振興（例：融資制度の拡大，税制優遇，補助金），環境ODAによる高効率

エンドユース技術の途上国での普及促進，企業, 投資家, 銀行, 保険会社等が気候変動リスクを評価するための実証データの蓄積、

様々な方法論の開発

（人材育成） 「環境教育・学習の充実」，「更なるイノベーションを引き起こす人材の育成」,「ものづくり技能伝承の促進」

○ソフト的インフラ整備

（情報普及） 「温暖化ナレッジイノベーションの推進」・地球温暖化問題に関わる最新の科学研究の推進・その知見の共有

以下のような施策を適材適所で組み合わせ、効率的に対策を推進することが重要(ポリシー・ミックス)。

重点戦略【環境教育・普及啓発の推進】
○低炭素社会に関する知識の取得や理解にとどまらず、家庭、地域、企業等で自ら行動できる人の育成をめざす。

環境負荷の少ないライフスタイルを促進

職業や市民生活等を通じて低炭素社会づくりを担う環境人材を育成

(具体的な施策例）
・ 発達段階に応じた環境教育のねらいの策定や放課後の学校を活用した環境教育のプログラム開発・モデル事業、学校教職員の資質の向上、学
校施設のエコ改修を活用した環境教育等（学校）

・ 温暖化対策型製品・サービスの購入等に対してポイントが貯まるエコポイントの普及
・ 社会教育施設等における環境教育の場・機会の提供、子どもの自然体験活動・環境保全活動の推進、環境NPOの支援等（地域）
・ インターネットを活用した情報提供や環境家計簿の普及等（家庭、企業）
・ 低炭素のライフスタイルの普及を促す国民運動の展開

(具体的な施策例）
・ 環境人材育成に向けた産学官民の連携の枠組みづくり、モデルプログラムの開発・普及、環境人材育成に取り組むアジアの大学のネット
ワーク化等

○ 家庭、学校、地域、企業等における生涯にわたる質の高い環境教育・普及啓発により、環境配慮型市民を育成する。

○ 行政、企業、市民社会等、あらゆる分野・職種で活躍する環境人材を、大学、企業、NGO/NPO、行政等が連携して育成する。



日本の強み 課題先進国・日本
社会経済の発展をもたらしてきた世界最高水準の環

境・エネルギー技術

激甚な公害克服経験と智慧

自然との共生を旨とする自然観

少子高齢化問題

“高”炭素社会

- 都市のスプロール化現象

- 自動車中心の交通・貨物システム

- 地方の過疎化、農林水産業の担い手の減少

世界への発信と国際的な連携

(3) 低炭素社会に向けた国際的なインセンティブを強化する提案

(2) 途上国への日本モデルの発信

各国の事情を踏まえつつ「日本モデル」として発信

途上国の“蛙跳び”発展の促進

コベネフィットアプローチの推進

国際的な政策対話(国際共同研究を含む)の呼びかけ

低炭素社会実現のための情報集積、国際共同研究拠点の整備とそのネット

ワーク化、人材育成の推進

炭素価格付けを世界共通のルール化

国際的な輸送における温暖化対策を国際協力の下に推進

グリーン購入・グリーン調達・環境報告書を世界に普及

国際的に貴重な森林を国際協力の下で保全・管理する取組を推進

先進国のこれまで
の発展経路 低炭素社会に向けた

先進国の発展経路

途上国のこれまで
の発展経路 低炭素社会に向けた

途上国の発展経路

1人当たり経済規模1
人
当
た
り
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

途上国の"蛙跳び"

低炭素社会 環境立国･日本モデル

心 Spirit3. 世界への発信・国際的な連携

これまでの検討においては、主として「日本モデル」を模索し、低炭素社会の具
体的イメージを提示したが、低炭素社会のあり方は、その国がおかれた自然・社会
的条件や発展段階などに応じて千差万別であると考えられることから、国際的な連
携の下で更なる検討を進めるべきである。

(1) 低炭素社会に関する国際的な政策対話(国際共同調査研究を含む)と情報拠点の

整備・人材育成の推進

低炭素社会づくりに関する協力を日本の国際貢献の柱の一つとして強力に推進する。



Scenario B（サツキとメイの社会）

＜参考資料＞低炭素社会の検討事例（脱温暖化2050研究プロジェクト）

Scenario A （活力・ドラえもんの社会）

http://2050.nies.go.jp

脱温暖化2050研究プロジェクトでは日本を対象に、バックキャスティングの手法により、
2050年に想定されるサービス需要を満足しながら主要な温室効果ガスであるCO2を70％
削減する低炭素社会の姿を明らかにしている。

出典：「低炭素社会のビジョンと実現のシナリオ」 （2007），国際環境研究協会，地球環境 VOL.12 より作成

2000年

2050年

94 ← 127
43 ← 47

105 ← 52
19 ← 17
95 ← 139
50 ← 58

330 ← 523
85 ← 312

人口 (百万人)

世帯数 (百万世帯)

GDP (十兆円)

業務床面積 (億万m2)

旅客輸送量 (百億人km)

貨物輸送量 (百億t-km)

一次エネ消費量 (Mtoe)

CO2排出量 (MtC)

年間直接費用 (兆円)

127 → 100
47 → 42
52 → 67
17 → 18

139 → 101
58 → 52

523 → 293
312 → 85

2000年

2050年

Scenario B（ゆとり・サツキとメイの家）
（GDP比率）8.8～10.1（0.8～1.0%） 7.2～7.8 (1.1～1.2%)
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おわりに
気候変動が主要議題となる洞爺湖サミットを控えて、2050年までに世界の温室効果ガス排出量を半減するという、
「低炭素社会」の構築に向け、我が国がリーダーシップを取ることが期待されています。今回の論点整理では、低炭素
社会づくりに向けた基本理念、低炭素社会のイメージと実現のための戦略、国際的な連携について、ライフスタイル、
技術、社会資本といった幅広い観点から検討しました。
この論点整理が、総理が設置された有識者懇談会での議論や諸外国との協力の推進に活用されることを期待します。
また、国民、企業、行政など、社会のあらゆる構成員に分かりやすい形で提供され、低炭素社会作りに向けたライフス
タイル、ビジネススタイルの見直しについて考え、自ら取り組んで頂く契機になることを切望します。

中央環境審議会地球環境部会部会長 鈴木基之

須藤 隆一 東北工業大学環境情報工学科客員教授
住 明正 東京大学気候システム研究センター教授
関澤 秀哲 （社）日本経済団体連合会環境安全委員会委員
大聖 泰弘 早稲田大学創造理工学術院教授
高橋 一生 国際基督教大学教養学部国際関係学科客員教授
高村 ゆかり 龍谷大学法学部教授
富永 健 東京大学名誉教授
中上 英俊 （株）住環境計画研究所代表取締役所長
永里 善彦 （株）旭リサーチセンター代表取締役社長
長辻 象平 産経新聞社論説委員
新美 育文 明治大学法学部教授
西岡 秀三 （独）国立環境研究所参与
原沢 英夫 （独）国立環境研究所社会環境システム研究領域長
福川 伸次 （財）機械産業記念事業財団会長
桝井 成夫 前読売新聞論説委員
三橋 規宏 千葉商科大学政策情報学部教授
森嶌 昭夫 （財）地球環境戦略研究機関特別研究顧問
山口 公生 日本政策投資銀行副総裁
横山 裕道 淑徳大学国際コミュニケーション学部人間環境学科教授
渡辺 正孝 慶應義慶應義塾大学環境情報学部教授

鈴木 基之 放送大学教授
浅岡 美恵 気候ネットワーク代表
浅野 直人 福岡大学法学部教授
猪野 博行 東京電力（株）常務取締役
大塚 直 早稲田大学法学部教授
佐和 隆光 京都大学経済研究所特任教授
武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授

中央環境審議会 地球環境部会 委員名簿

部会長

臨時委員

委員

青木 保之 （財）首都高速道路協会理事長
飯田 哲也 ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所所長
石坂 匡身 （社）日本損害保険協会副会長
植田 和弘 京都大学院経済学研究科教授
浦野 紘平 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授
及川 武久 前筑波大学教授
逢見 直人 日本労働組合総連合会副事務局長
鹿島 茂 中央大学理工学部教授
川上 隆朗 （財）国際開発高等教育機構理事長
木下 寛之 （独）農畜産業振興機構理事長
小林 悦夫 （財）ひょうご環境創造協会顧問
塩田 澄夫 （財）空港環境整備協会顧問

臨時委員
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